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先進地議会基本条例 前文 

 

大津市議会基本条例 

（前文） 

  大津市は古代、天智天皇が都を置いた地として古都指定を受けた都市で

あるとともに、父なる比良、比叡の山々、母なる琵琶湖をはじめとする豊

かな自然環境の中で悠久の歴史と文化を育んできた。 

明治３１年に市制を施行して以来、幾多の合併を経て多様な地域特性を

融合し、市民とともに歩み発展を遂げてきた。そして、今日、地方自治は

大きな社会潮流の中でその自主性、自立性が問われる時代を迎えている。 

このような状況下において、大津市議会は、日本国憲法に定める地方自

治の本旨に基づき、二元代表制の一翼を担う議会の機能を高めることによ

り市民福祉の更なる向上を目指すとともに、市政の意思決定機関としてそ

の権能を最大限に発揮できるよう、自らの果たすべき役割と責務の重要性

を改めて認識し、市民の負託に全力で応えていく決意である。 

よってここに、大津市議会の志す基本理念、基本方針を定め、議会の最 

高規範としてこの条例を制定する。 

 

横須賀市議会基本条例 

(前文) 

平成 12 年(2000 年)4 月の「地方分権の推進を図るための関係法律の整

備等に関する法律」により、機関委任事務制度が廃止され、国の地方公共

団体(以下「自治体」という。)に対する関与の縮減や権限移譲が行われた。

これに伴い、自治体の自己責任と自己決定権が大幅に拡大し、議会に求め

られる役割及び責務はさらに増大することとなった。  

本市議会は、同法施行以前から「開かれた議会」「市民に親しまれる身

近な議会」を目指し、継続して議会の制度改革及び活性化に努めてきた。

これまでにも、ICT(情報通信技術)の活用による情報の公開、市民傍聴権の
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保障等、先駆的な取り組みを行ってきており、とりわけ、平成 14 年(2002

年)に議会法体系を整備の上、制定した横須賀市議会会議条例は、今日の議

会基本条例の先駆けと評価されている。今後も地方分権を踏まえ、公正性・

透明性を堅持し、さらに市民に開かれ、信頼される議会の創造に向け、真摯
し

な活動が求められるところである。  

また市議会は、市民の直接選挙により選ばれた議員の合議体であり、日

本国憲法に定められた二元代表制の一翼を担う存在として、市民の負託に

応える責務がある。このため本市議会は、市長等執行機関への監視及び評

価機能の充実に努めることはもとより、自由闊達な討議により、市政の課

題を的確に把握し、積極的な政策立案・政策提言を行える政策形成能力の

向上を図っていかなければならない。  

このような認識のもと、本市議会は、分権と自治の時代にふさわしい市

政の確立に向け不断の努力を重ねることを誓うとともに、各自が議員とし

ての自覚と見識を持って市民の負託に応える決意を示したい。  

よって、ここに横須賀市議会基本条例を制定する。  

 

亀岡市議会基本条例 

(前文) 

憲法は、地方自治のあり方を定め、地方自治法によって地方公共団体の

役割が定められている。地方自治は、地域のことを市民自らが考え、決定

し、実行することにその精神がある。 

市民の直接選挙により選ばれた議員で構成する市の最高意思決定機関で

ある議会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との緊張あ

る関係を保ちながら、立場及び権能の違いを踏まえて、二元代表制のもと、

市政に対する市民の負託に応える責務を有している。 
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議会の役割は、地方公共団体の事務執行に対する監視機能及び立法機能

にあり、地方自治の本旨を実現するため、その機能を十分発揮しなければ

ならない。 

今後さらに地方分権の加速、拡大が予想される中、地方議会もその果た

すべき役割、重要性が増すことは明らかである。亀岡市議会では、議会と

しての役割を最大限に果たすため、自ら改革し活性化に努めてきた。 

亀岡市議会は、市民の意思を代弁する合議制機関として、自ら公平性と

透明性を保持するとともに、豊かな水と緑、先人が作り上げてきた悠久の

歴史・伝統・文化を次代に引き継ぎ、市民参加と協働のもと、光り輝く未

来につながるまちづくりを推進し、市民福祉の向上に全力を尽くすことを

決意し、議会の最高規範としてこの条例を制定する。 

 

四日市市議会基本条例 

（前文） 

地方議会は、二元代表制のもと、地方公共団体の立法機能及び事務執行

の監視機能を併せ持つ議事機関として、その権能を発揮しながら、日本国

憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。平成 12 年のいわ

ゆる地方分権一括法の施行に始まる地方分権の進展に伴い、その果たすべ

き役割や責務は重要性を増している。 

四日市市議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成され、同じく市民

から選挙で選ばれた本市の執行機関である四日市市長とともに、互いに市

民の負託に応える責務を負っている。 

四日市市市民自治基本条例(理念条例)(平成 17 年四日市市条例第 1 号)

に基づく本市の意思決定機関である四日市市議会は、市民自治の実現によ

り、市政の発展並びに市民の生活及び福祉の向上に寄与するために、以下

に掲げる二つを推進するものとする。 
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一つは、「開かれた議会」として、市民との情報共有及び市民参加の推

進であり、市政が直面する問題等を市民に明らかに示し、議会の議論の中

に市民意見を反映する仕組みを構築する。 

もう一つは、「言論の府」及び「立法の府」として、徹底した議論及び

政策提言であり、議員間の討議を活性化するとともに、議論を尽くした上

で多様な意見を集約し、政策立案及び政策提言を行う。 

ここに、四日市市議会は、その基本理念、基本方針等を定め、市民、市

の執行機関及び議会の関係を明らかにし、品格ある議会としてあるべき姿

を定めるものとして、四日市市議会における最高規範であるこの条例を制

定する。 

 

伊賀市議会基本条例 

（前文） 

地方議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制のもと、地方公共団

体の事務執行の監視機能及び立法機能を十分発揮しながら、日本国憲法に

定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。 

伊賀市議会（以下「議会」という。）は、伊賀市民によって選ばれた議

員（以下「議員」という。）で構成し、伊賀市の最高規範である伊賀市自

治基本条例（平成 16 年伊賀市条例第 293 号）における議会の役割と責務に

基づく市の意思決定機関であり、市民の福利のために活動するものである。 

議会は市民の意思を代弁する合議制機関であることから、自らの創意と

工夫によって市民との協調のもと、伊賀のまちづくりを推進していく必要

がある。議会の公正性・透明性を確保することにより、市民に開かれた議

会、市民参加を推進する議会を目指して、活動を行うあるべき姿をここに

定めるものである。 

 

 



5 

会津若松市議会基本条例 

（前文） 

平成12 年４ 月に施行されたいわゆる地方分権一括法による機関委任事

務の廃止によって、地方自治体（ 以下「自治体」という。） は自らの責

任において、自治体のすべての事務を決定することとなり、これらの事務

に対して、議会の審議権、議決権、調査権、検査権が及ぶなど、その権限

が強化された結果、議会の担うべき役割や責任も大きくなった。 

このような中、地方議会を担う者が、その責務を果たしていくためには、

二元代表制の趣旨を踏まえ、首長と相互の抑制と均衡を図りながら、自治

体の自立に対応できる議会へと自らを改革していかなければならない。 

この自己変革に当たっては、議事機関たる議会はまず、多様な市民の多

様な意見を多様に代表できる、という合議機関としての特性を最大限に生

かしていくために、これまで以上に公平・公正・透明な議会運営や開かれ

た議会づくりを推進し、情報の提供と共有化を図りながら、市民の積極的

な参加を求めていくことが必要である。 

他方で議会は、このような市民参加を礎として、市民との活発な意見交

換を図り、そこで得られた意見を大切にしながら、議員同士が自由闊達な

議論をたたかわせ、そのような中から、論点や課題を明らかにしたり、意

見を集約していくことが必要である。そして、市民本位の立場をもって、

より適切に政策を決定するとともに、その執行を監視し、さらには、政策

提言や政策立案を積極的に行っていかなければならないのである。 

このような認識のもと、会津若松市議会は、これまで連綿と続いている、

活発な議論を重んじる伝統と個々を尊重しあう民主的な政治風土をしっか

りと受け継ぎつつ、未来に向けた新たな価値の創造に向けて、不断の努力

を重ねるとともに、市民の多様な意見を反映しうる合議体としての議会づ

くりを通じ、市民の負託にこたえていくことを決意するものである。 

ここに、会津若松市議会及び構成員である議員が活動していくに当たっ

て、最も根幹となる支柱として、また、そのよって立つ基盤として、この
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条例を制定する。 

 

流山市議会基本条例 

(前文) 

流山市政は、流山市民（ 以下「市民」という。） の負託によるもので

あって、その権利の源は市民にある。その権能は、選挙によって選ばれた

市民の代表者である市長と選挙によって選ばれた議員によって構成される

流山市議会（ 以下「議会」という。）が、市民福祉の向上のため、市民の

要望を把握して行使する。 

この条例は、主権在民を基調とする民主主義の原理に基づいている。 

市政の運営は、日本国憲法に基づく二元代表制の下で、市長と議会は市民

の負託を更に重く受け止めて活動し、市長は執行機関として、議会は合議

制の議事機関として、それぞれの異なる特性を活かしながら、競い合い、

協力し合わなければならない。そして、市長と議会には、緊張関係の下で、

論点及び争点を明確にし、流山市にとって最良の意思を決定することで、

市民全体の福祉向上と地域社会の活力ある発展を目指していく使命が課せ

られている。 

新しい地方主体の時代を迎え、地方自治の範囲が拡大した今日、住民に

最も身近で基礎的な自治体である市町村の自治権を拡充し、これを生活者

の視点に立った「地方政府」に近づけていくことが求められている。 

よって議会には､これまで以上に監視、調査、政策立案及び立法の機能強化

が求められている。 

さらに、積極的な情報公開を率先して行い、より一層市民に開かれた議

会を実現しなければならない。また、議会は市民の多様な意見を的確に把

握することに日々努力し、常に市民との対話を行い、市民の声を汲み取り

ながら、議員間で自由かったつな討議を重ね、市民に信頼される議会運営

に取り組まなければならない。 

議会は、この崇高な理念と目的を達成することを誓い、ここに流山市議
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会基本条例を制定する。 

 

松阪市議会基本条例 

（前文） 

松阪市議会（以下「市議会」という。）は、直接、選挙によって信託を

受けた代表機関として、二元代表制の下、地方自治の本旨に基づき、市民

の生活向上と福祉の充実のため、市政を適切に運営していく責務を負って

いる。 

市議会は、市民が安全で安心な生活を送ることができるよう、市民の意

見や意思を市政に的確に反映させなければならない。 

市議会及び松阪市議会議員（以下「議員」という。）は、公平公正で透

明な議会運営に努め、かつ、開かれた議会づくりを推進するなど不断の努

力が必要である。 

ここに、市議会は、日本国憲法及び地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。

以下「法」という。）の下、市議会の基本理念及び基本方針を定めるとと

もに、市議会と市民との関係及び市議会と松阪市長（以下「市長」という。）

その他の執行機関（以下これらを「市長等」という。）との関係を明確に

し、市民の負託と信頼に応えることを決意し、この条例を制定する。 

 


